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2025年11月26日 

各位 

 

会 社 名       

代表者名 取締役社長 後藤 宗利 

（コード：6586、東証プライム市場・名証プレミア市場）

問合せ先 取締役執行役員管理本部長 大津 行弘 

（TEL 0566－97－1717） 

 

 

従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与制度に基づく 

自己株式の処分に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、従業員持株会向け譲渡制限付株式付与制度（以

下「本制度」といいます。）に基づき、当社及び当社子会社（以下「当社グループ」といいます。）の

従業員に対してマキタ従業員持株会（以下「本持株会」といいます。）を通じて譲渡制限付株式を付与

することとし、本持株会を割当予定先として、譲渡制限付株式としての自己株式の処分（以下「本自己

株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、譲

渡制限付株式は、本持株会の会員であり、かつ、本持株会を通じて譲渡制限付株式の付与を受けること

に同意した者（以下「対象従業員」といいます。）に対してのみ付与されます。 

 

１． 処分の概要 

 

（1）処分期日 2026年３月19日 

（2）処分する株式の種類及び数 当社普通株式 200,150株（注） 

（3）処分価額 １株につき 4,443 円 

（4）処分総額 889,266,450円（注） 

（5）割当方法（割当予定先） 第三者割当の方法による 

（マキタ従業員持株会 200,150株） 

なお、各対象従業員への付与株式数は50株とし、一部申込

みは受け付けないものとします。 

（注）「処分する株式の数」及び「処分総額」は、本日時点における最大値であり、対象従業員とな

り得る最大人数である当社グループの従業員4,003名に対して一律に当社普通株式50株を付与す

るものと仮定して記載しています。実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会未加入者

への入会プロモーション及び加入者への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて

確定する見込みです。 
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２．処分の目的及び理由 

当社は、創立 110 周年に際し、本日開催の取締役会において、当社グループの企業価値の持続的な

向上に向けたインセンティブの付与によって当社グループの従業員と株主の皆様との一層の価値共

有を進めること、及び譲渡制限付株式の付与を通じて当社グループの従業員の財産形成の一助とする

ことを目的として、対象従業員に本持株会を通じて譲渡制限付株式を付与するため、本持株会を割当

予定先として、譲渡制限付株式としての当社普通株式につき自己株式の処分を行うことを決議しまし

た。 

譲渡制限付株式の付与は、①当社又は当社子会社から対象従業員に対し、譲渡制限付株式としての

当社普通株式を付与するための特別奨励金として金銭債権を支給し、②対象従業員が当該金銭債権を

本持株会に拠出して、③本持株会が対象従業員から拠出を受けた金銭債権を当社に一括して現物出資

することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けることとなります。 

対象従業員は、本持株会の規約に従って、本持株会に割り当てられる譲渡制限付株式に係る持分（以

下「本持分」といいます。）を取得しますが、譲渡制限期間中は本持分に係る株式を引き出すことが

できません。本持株会は、その規約について、本自己株式処分に係る処分期日の前日までに、譲渡制

限付株式の割当てを受けるために必要な改正を行う予定です（当該改正は、理事長が会員に対し通知

した後２週間が経過した時点で、会員からの異議が会員数の２分の１未満の場合に効力が発生する予

定です。）。なお、本自己株式処分は、その処分期日の前日までに当該改定の効力が発生することを

条件として実施されます。 

また、当社は、当社普通株式の割当ての際に、本持株会との間で、概要として、以下の内容を含む

譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結する予定です。 

なお、本自己株式処分における処分株式数は、上記１の（注）に記載のとおり後日確定する見込み

ですが、その最大値は 200,150 株です。本自己株式処分による希薄化の規模は、当該最大値を前提と

した場合、2025 年９月 30 日現在の発行済株式総数 280,017,520 株に対し 0.07％であり、2025 年９月

30 日現在の総議決権数 2,644,108 個に対し 0.08％です（これらの割合は小数点以下第３位を四捨五

入しております。）。 

 

＜譲渡制限付株式割当契約の概要＞ 

（１）譲渡制限期間 

本持株会は、処分期日から 2029 年３月 19 日までの間（以下「譲渡制限期間」という。）、本

割当契約により割当てを受けた当社普通株式（以下「本割当株式」という。）について、対象従業

員による引出しを含む譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」と

いう。）。 

（２）譲渡制限の解除条件 

対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して本持株会の会員であることを条件として、譲渡制限

期間が満了した時点において、当該条件を充足した対象従業員が保有する本持分に応じた数の本

割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年

（ただし、定年後再雇用された場合は、当該再雇用期間満了）、雇用期間満了、死亡、役員昇格そ

の他当社が正当と認める理由により本持株会を退会した場合には、当該対象従業員が本持株会を

退会することに伴う精算が行われる日の属する月の第一営業日（以下「精算解除日」という。）を

もって、精算解除日において当該対象従業員が保有する本持分に応じた数の本割当株式の全部に
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つき、譲渡制限を解除する。また、対象従業員が、譲渡制限期間中に、当社グループの業務上の理

由により海外に赴任する場合には、当社が別途定める日をもって、当該日において当該対象従業

員が保有する本持分に応じた数の本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。 

譲渡制限を解除する場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨及び譲渡制限

を解除する本割当株式の数を通知するものとし、本持株会は、その規約の定めに従い、対象従業

員の保有する本持分のうち譲渡制限が解除された本割当株式に応じた部分について、定時定例の

買付けにより取得した株式に関して当該対象従業員が保有する通常の会員持分（以下「通常持分」

という。）に振り替えるものとする。 

（３）当社による無償取得 

当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記（２）で定める譲渡制限解除時点の直後をも

って、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 

無償取得を行う場合、当社は、本持株会に対して、本割当株式の無償取得を行う旨及び無償取

得を行う本割当株式の数を通知するものとし、本持株会は、その規約の定めに従い、当該通知の

到達した時点において当該対象従業員の保有する本持分のうち当該無償取得が行われる本割当株

式に応じた部分について、当該対象従業員の保有する本持分から控除するものとする。 

（４）株式の管理 

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、

譲渡制限期間中は、本持株会が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において

管理される。また、本持株会は、その規約の定めに従い、本持分と通常持分とを分別して登録し、

管理する。 

（５）組織再編等における取扱い  

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は

株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関

して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合

には、当社の取締役会の決議により、当該承認の日において対象従業員が保有する本持分に応じ

た数の本割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係

る譲渡制限を解除する。 

 

３．処分価額の算定根拠及びその具体的内容 

本自己株式処分は、当社又は当社子会社が譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として対象従業

員に支給し、対象従業員が本持株会に拠出した金銭債権を出資財産として、本持株会がこれを現物出

資することにより行われるものです。その処分価額は、恣意性を排除した価額とするため、本自己株

式処分に係る取締役会決議日の直前営業日（2025年11月25日）の東京証券取引所プライム市場におけ

る当社普通株式の終値である4,443円としております。 

上記処分価額からの乖離率（小数点以下第３位を四捨五入しております。乖離率につき以下同じで

す。）は、それぞれ、直近１か月間（2025年10月25日から2025年11月25日まで）の終値の単純平均値で

ある4,510円からの乖離率が-1.49％、直近３か月間（2025年８月25日から2025年11月25日まで）の終

値の単純平均値である4,789円からの乖離率が-7.22％、直近６か月間（2025年５月25日から2025年11

月25日まで）の終値の単純平均値である4,682円からの乖離率が-5.10％となっております。上記を勘

案した結果、上記処分価額は、当社普通株式の市場株価として合理的なものであって、割当予定先に
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とって特に有利な価額には該当しないと判断しております。なお、本日開催の取締役会に出席した監

査等委員である取締役４名全員（うち社外取締役３名）は、上記処分価額について、本自己株式処分

が対象従業員に対してインセンティブを付与すること等を目的としていること、及び、処分価額が取

締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値であることに

鑑み、割当予定先である本持株会にとって特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は

合理的であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。 

 

４．企業行動規範上の手続に関する事項 

本自己株式処分は、①希薄化率が25％未満であること及び②支配株主の異動を伴うものではないこ

とから、東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に定める独立した第三者からの意見入手及び株

主の意思確認手続は要しません。 
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（ご参考） 

本制度の流れ 

① 当社又は当社子会社は、対象従業員に対して特別奨励金として金銭債権を支給します。 

② 対象従業員は、当社又は当社子会社から支給された金銭債権を本持株会に拠出します。 

③ 本持株会は、当社に対して株式の申込みを行い、当社との間で本割当契約を締結します。 

④ 本持株会は、各対象従業員から拠出を受けた金銭債権を一括して当社に現物出資します。 

⑤ 当社は、本割当株式を本持株会に割り当てます。 

⑥ 譲渡制限期間中も本割当株式について配当金が支払われますが、配当金は通常持分と合わせて

再投資されます。 

⑦ 本持株会は、譲渡制限期間の満了後に、その規約の定めに従って、対象従業員の保有する本持分

のうち譲渡制限が解除された本割当株式に応じた部分について、通常持分に振り替えます。 

⑧ 対象従業員は、上記⑦の振替後には、本持株会の規約の定めに従って、本割当株式を自己の証券

口座に引き出すことができます。 

 

 

 

 

以 上 
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